
 

 

 

 

 
 
  
 

新居浜市下水処理場で、し尿・浄化槽汚泥の受け入れを開始 

～新居浜市の汚水処理施設を統廃合し効率化～

令和 4 年 4月 1日から本格運用開始 

・平成 26 年度         基本構想策定、事業実施に関する事前協議 

・平成 27,28,29 年度      基本計画策定、市民説明、事業計画変更 

・平成 29,30 年度       地域再生計画認定手続、基本・詳細設計 

・平成 30 年度～令和 4年 1月  建設工事 

・令和 4年 2,3 月       総合試運転、暫定受け入れ 

し尿・浄化槽汚泥を処理する衛生セン

ターは供用から約 30 年が経過し、老朽

化が著しいことから、より経済的かつ有

効な処理手法を検討し、新居浜市下水処

理場での共同処理をおこなうこととし

ました。これにより施設の建設費、新居

浜市の汚泥処理コストの大幅な削減が

可能となりました。 

 

＜ 問い合わせ先 ＞ 

 担当課  上下水道局下水道課           

担 当   課長 玉井 和彦           

 連絡先  (0897)65-1281     

※現地取材の希望があれば案内し

ますのでご連絡ください。 

Hello！NEW 新居浜 

☆財源については、平成 28 年に拡充され

た「地方創生汚水処理施設整備推進交

付金」を活用して、し尿・浄化槽汚泥の

受入施設を整備する、四国では初めて、

全国でも先進的な事例です。 

 

☆汚泥処理に必要な施設の耐震化工事を

進めており、市内の小学校に整備を進め

ている貯留型のマンホールトイレ等と

連携して、地震発生直後も、汲み取りし

尿の処理が可能となり、災害時のトイレ

問題の解消に寄与します。 

 

☆将来の人口減少等にも柔軟に対応が可

能となります。 

受入施設建設状況 R3.6.23 撮影 


